
＊＊　令和８年度　甲賀市空き家住宅等除却事業の流れ　＊＊

１　空き家住宅等除却事業補助候補者の決定

【募集期間】令和８年６月１日（月）から６月３０日（火）９時００分～１６時４５分まで(土日祝は除く)

①補助候補者の申請書を提出、受付 ６月１日（月）～６月３０日（火）

②申請書の書類審査

　　　提出のあった書類等の審査を行います。

③建築物等の現地確認（不良度判定）

　　　判定が一定基準を満たした建築物の所有者が補助候補者となります。
　　　建築物内部にも入る場合は、所有者等の立ち会いをお願いすることがあります。

④補助候補者の優先順位抽選会 ８月７日（金）１５：００～

　　 　現地確認後、補助候補者が募集数を超える場合は、抽選にて優先順位を決定します。

⑤補助候補者の決定 ８月下旬

２　空き家住宅等除却事業補助金の交付

①交付申請 ※９月末まで

　　　補助候補者と決定された方は、甲賀市空き家等除却事業補助交付要綱に基づき、
　　　交付申請を行います。

②書類審査

　　　交付申請の書類、内容等の審査を行います。市税の滞納等がないかの確認も行います。

③交付決定 ※１０月中に交付決定(予定)

 　　　審査の結果、問題ない場合は補助金の交付決定を行います。

　　　必ず交付決定後に施工業者と契約を行ってください。

④工事着工・工事完了 ※交付決定後、遅くとも２月２６日までに工事完了

　　　除却工事を実施。工事着工前～完了後の写真撮影が必要です。
　

⑤実績報告 ※工事完了後３０日以内　

　　　工事完了した場合は、実績報告を提出してください。

⑥補助金の額の確定

　　　実績報告の内容を審査し、補助金の額を確定します。

⑦補助金の交付請求 ※額の確定後すみやかに提出

　　　⑥補助金の額の確定により、補助金の請求を行ってください。

　　　建築物の状態を確認する不良度判定を行います。

     　優先上位者が補助対象とならない場合（辞退等）は、次点者を繰り上げます。

　　　　除却事業補助を受けたい方は、補助候補者となるための申請を行います。
　　　　未相続物件については関係者すべての出生～現在(死亡)までの戸籍一式と家系図、相続人全員の
　　　　空き家住宅等除却同意書が必要です。

申込書の提出後順次
※不良度判定の後、対象物件となった場合に申請書の
　提出も可

※提出等が遅れる場合は事前にご相談をお願いいたします。


